
議案第１０号

平成２８年度佐倉市の一般会計補正予算（第５号）は、次に定めるところによる。

　　（債務負担行為の補正）
第１条 　債務負担行為の追加は、「第１表　債務負担行為補正」による。

　　

　　

平成２９年２月２０日提出

佐 倉 市 長 蕨 和 雄
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平成２８年度　佐倉市一般会計補正予算（第５号）
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